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【論点整理（素案）３（１）関係】 

内閣人事局が担うべき機能の基本的考え方 

→ ＰＬＡＮ（企画立案、方針決定、基準策定、目標設定等）とＡＣＴ（改

善、改革）は内閣人事局が担い、ＤＯは基本的に各府省が、ＣＨＥＣＫは

各省・第三者機関・内閣人事局が適切に分担するということでよいか。 

 

人事行政の公正中立性の確保についての考え方 

→ 現在、公正中立性の観点から第三者機関が担っている事務についても、

ＰＬＡＮ、ＡＣＴは内閣人事局が担い、第三者機関は公正中立性が確保さ

れているか事後ＣＨＥＣＫを担うという方向で、できる限り見直すという

ことでよいか。ＤＯについては、基本的に各府省が担うが、特に公正中立

性が求められるものについては、第三者機関が実施するということでよい

か。 

 

労働基本権の代償措置についての考え方 

→基本権制約の下では、勧告・意見申出機能、公平審査機能は人事院が引き

続き担うべきであるが、内閣人事局が人事戦略の中枢機能を担うためには、

内閣人事局があるべき給与制度等について企画立案を行い、人事院に対し

て、必要な検討、勧告、意見申出を行うよう求める仕組が必要ではないか。 

→特に、幹部職員、管理職員については、できる限り内閣人事局がＰＬＡＮ

を担う方向で、見直していくということでよいか。 

 

【論点整理（素案）３（２）関係】 

関係行政機関から内閣人事局に移管する機能 

→総務省人事・恩給局の機能は、すべて内閣人事局に移管するか、人事行政

部門のみ移管するか。 



→人事院の機能については、上記の「人事行政の公正中立性の確保について

の考え方」、「労働基本権の代償措置についての考え方」に沿って見直すべ

きではないか。これらの考え方によると、人事院の試験、任免、給与、研

修、分限、懲戒等の機能の取扱いをどう考えるか。 

→総務省行政管理局の機能は、すべて内閣人事局に移管するか。機構・定員

管理機能のみ移管するか。 

→財務省主計局の機能について 

－予算のうち給与にかかる部分、旅費の機能については、例えば、人件

費予算を予算全体と一定程度切り離し、具体的な配分を内閣人事局に

委ねることとするか。各府省が個別に財務省主計局に要求をするので

はなく、内閣人事局が一括して要求することとするか。 

－国家公務員共済の機能について、予算当局との連携を確保した上で、

内閣人事局に移管することでよいか。 

→財務省理財局の機能の取扱いについてどう考えるか。 

→内閣総務官室の人事行政に関する機能は、同室の他の機能との連携を確保

しつつ内閣人事局に移管することでよいか。 

→官民人材交流センターについては、内閣人事局がＰＬＡＮを行い、同セン

ターがＤＯを行うということでよいか。再就職等監視委員会については、

独立性を確保することでよいか。 

 

【論点整理（素案）３（３）関係】 

内閣人事局の組織編成等 

→局の長については、行政機関の内外から人材を柔軟に確保できるよう特別

職とし、格の高いポストとすべきではないか。ただし、政治家が就くこと

は適当ではないのではないか。 

→内閣人事局には、民間人材を積極的に登用すべきではないか。また、各府

省からゼッケン付きの出向者が集まることとならないような仕組を設け

るべきではないか。 

 

【論点整理（素案）２関係】 

本文参照。特に網掛け部分（選考委員会、国家戦略スタッフ等の規模） 


